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告 　 　 　 示

山 梨 県 告 示 第 百 三 十 四 号

平 成 十 四 年 二 月 定 例 県 議 会 に お い て 議 決 さ れ た 平 成 十 二 年 度 山 梨 県 一 般 会 計 及 び 各 特

別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 並 び に 当 該 決 算 に 係 る 監 査 委 員 の 意 見 は 、 次 の と お り で あ る 。

平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日

山 梨 県 知 事 　 　 天 　 　 野 　 　 　 　 　 建

山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日

定 価 （ 消 費 税 別 ） 一 箇 年 　 一 六 、 〇 〇 〇 円 （ 郵 送 料 を 含 む 。 ）

一

山 梨 県 公 報 平 成 十 四 年

三 月 二 十 九 日

号 外 第 十 八 号

金
　
曜
　
日

１　決算認定に係る議会の議決　認定
２　平成12年度山梨県一般会計歳入歳出決算書

歳　　　入
第　１　款 県税 102,109,100,336円
第　２　款 地方消費税精算金　　　　　　　　　　 17,435,231,971
第　３　款 地方譲与税　　　　　　　　　　　　　 1,276,335,000
第　４　款 地方特例交付金　　　　　　　　　　　 639,465,000
第　５　款 地方交付税　　　　　　　　　　　　　173,864,448,000
第　６　款 交通安全対策特別交付金　　　　　　　 363,612,000
第　７　款 分担金及び負担金　　　　　　　　　　 9,224,952,993
第　８　款 使用料及び手数料　　　　　　　　　　 9,036,141,266
第　９　款 国庫支出金　　　　　　　　　　　　　113,064,778,598
第　10 款 財産収入　　　　　　　　　　　　　　 696,230,650
第　11 款 寄附金　　　　　　　　　　　　　　　 120,265,222
第　12 款 繰入金　　　　　　　　　　　　　　　 1,041,967,160



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 二

第　13 款 繰越金 15,635,913,662
第　14 款 諸収入 17,790,351,309
第　15 款 県債 70,104,000,000

歳　　　入　　　合　　　計 532,402,793,167
歳　　　出

第　１　款 議会費 1,063,965,209円
第　２　款 総務費 25,397,418,664
第　３　款 民生費 31,942,013,320
第　４　款 衛生費 12,564,487,248
第　５　款 労働費 2,324,753,571
第　６　款 農林水産業費 71,089,517,966
第　７　款 商工費 15,029,873,254
第　８　款 土木費 127,089,913,594
第　９　款 警察費 22,338,421,839
第　10 款 教育費 98,461,028,717
第　11 款 災害復旧費 2,827,994,760
第　12 款 公債費 70,092,420,589
第　13 款 諸支出費 35,814,291,786
第　14 款 予備費 0

歳　　　出　　　合　　　計 516,036,100,517
歳　入　歳　出　差　引　合　計 16,366,692,650
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山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 七

３　平成12年度山梨県恩賜県有財産特別会計歳入歳出決算書
歳　　　入

第　１　款 使用料及び手数料 1,764,126,937円
第　２　款 県支出金 2,718,226,400
第　３　款 財産収入 2,876,625,386
第　４　款 寄附金 0
第　５　款 繰越金 2,932,877,980
第　６　款 諸収入 246,389,963
第　７　款 県債 1,260,000,000



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 八

歳　　　入　　　合　　　計 11,798,246,666
歳　　　出

第　１　款 管理費 803,158,811円
第　２　款 事業費 4,940,059,323
第　３　款 交付金 1,919,311,232
第　４　款　 公債費 1,302,030,198
第　５　款　　　予備費 0

歳　　　出　　　合　　　計 8,964,559,564
歳　入　歳　出　差　引　合　計 2,833,687,102



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 九

４　平成12年度山梨県教育奨励資金特別会計歳入歳出決算書
歳　　　入

第　１　款　　　寄附金 0円
第　２　款　　　繰越金 37,097,291
第　３　款　　　諸収入 6,849,700

歳　　　入　　　合　　　計 43,946,991
歳　　　出

第　１　款　　　教育費 2,262,150円
歳　　　出　　　合　　　計 2,262,150
歳　入　歳　出　差　引　合　計 41,684,841



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 一 〇

５　平成12年度山梨県災害救助基金特別会計歳入歳出決算書
歳　　　入

第　１　款　　　国庫支出金 0円
第　２　款　　　財産収入 952,043
第　３　款　　　繰入金 0
第　４　款　　　県債 0

歳　　　入　　　合　　　計 952,043
歳　　　出

第　１　款　　　災害救助費 952,043円
歳　　　出　　　合　　　計 952,043
歳　入　歳　出　差　引　合　計 0 



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 一 一

６　平成12年度山梨県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算書
歳　　　入

第　１　款　　　繰入金 20,280,000円
第　２　款　　　繰越金 72,635,713
第　３　款　　　諸収入 142,593,806
第　４　款　　　県債 40,560,000

歳　　　入　　　合　　　計 276,069,519



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 一 二

７　平成12年度山梨県中小企業近代化資金特別会計歳入歳出決算書
歳　　　入

歳　　　出
第　１　款　　　母子寡婦福祉費 126,245,929円

歳　　　出　　　合　　　計 126,245,929
歳　入　歳　出　差　引　合　計 149,823,590



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 一 三

第　１　款　　　繰入金 243,162,000円
第　２　款　　　繰越金 2,183,848,675
第　３　款　　　諸収入 5,247,953,186
第　４　款　　　県債 960,500,000

歳　　　入　　　合　　　計 8,635,463,861
歳　　　出

第　１　款　　　中小企業近代化資金貸付金 6,148,338,641円
歳　　　出　　　合　　　計 6,148,338,641
歳　入　歳　出　差　引　合　計 2,487,125,220



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 一 四

８　平成12年度山梨県農業改良資金特別会計歳入歳出決算書
歳　　　入

第　１　款　　　繰入金 55,533,095円
第　２　款　　　繰越金 114,938,012
第　３　款　　　諸収入 493,998,999
第　４　款　　　県債 100,000,000

歳　　　入　　　合　　　計 764,470,106
歳　　　出

第　１　款　　　農業改良資金貸付金 553,791,650円
歳　　　出　　　合　　　計 553,791,650
歳　入　歳　出　差　引　合　計 210,678,456



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 一 五

９　平成12年度山梨県市町村振興資金特別会計歳入歳出決算書
歳　　　入

第　１　款　　　繰越金 521,923,970円
第　２　款　　　諸収入 3,046,203,192

歳　　　入　　　合　　　計 3,568,127,162
歳　　　出

第　１　款　　　市町村振興資金貸付金 2,235,728,000円
歳　　　出　　　合　　　計 2,235,728,000
歳　入　歳　出　差　引　合　計 1,332,399,162



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 一 六

10 平成12年度山梨県県税証紙特別会計歳入歳出決算書
歳　　　入

第　１　款　　　県税証紙収入 4,422,873,800円
第　２　款　　　繰越金 0

歳　　　入　　　合　　　計 4,422,873,800
歳　　　出

第　１　款　　　繰出金 4,422,873,800円
歳　　　出　　　合　　　計 4,422,873,800
歳　入　歳　出　差　引　合　計 0



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 一 七

11 平成12年度山梨県集中管理特別会計歳入歳出決算書
歳　　　入

第　１　款　　　使用料及び手数料 19,969,910円
第　２　款　　　繰入金 76,876,455
第　３　款　　　繰越金 21,432,778
第　４　款　　　諸収入 123,137,420,656

歳　　　入　　　合　　　計 123,255,699,799
歳　　　出

第　１　款　　　自動車管理費 18,230,582円
第　２　款　　　給与管理費 123,084,002,976
第　３　款　　　通信管理費 110,330,003
第　４　款　　　車両燃料管理費 19,957,220

歳　　　出　　　合　　　計 123,232,520,781
歳　入　歳　出　差　引　合　計 23,179,018



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 一 八

12 平成12年度山梨県商工業振興資金特別会計歳入歳出決算書
歳　　　入

第　１　款　　　繰越金 3,056,271,759円
第　２　款　　　諸収入 2,601,973,771

歳　　　入　　　合　　　計 5,658,245,530
歳　　　出

第　１　款　　　商工業振興資金貸付金 1,005,607,491円
歳　　　出　　　合　　　計 1,005,607,491
歳　入　歳　出　差　引　合　計 4,652,638,039



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 一 九

13 平成12年度山梨県林業改善資金特別会計歳入歳出決算書
歳　　　入

第　１　款　　　国庫支出金 78,000円
第　２　款　　　繰入金 28,762,595
第　３　款　　　繰越金 76,959,111
第　４　款　　　諸収入 125,862,993
第　５　款　　　県債 46,875,000

歳　　　入　　　合　　　計 278,537,699
歳　　　出

第　１　款　　　林業改善資金貸付金 27,124,847円
第　２　款　　　木材産業等高度化推進資金貸付金 151,848,711
第　３　款　　　林業就業促進資金貸付金 2,457,748



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 二 〇

歳　　　出　　　合　　　計 181,431,306
歳　入　歳　出　差　引　合　計 97,106,393



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 二 一

14 平成12年度山梨県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算書
歳　　　入

第　１　款　　　分担金及び負担金 4,754,887,772円
第　２　款　　　県支出金 4,999,212,297
第　３　款　　　繰入金 1,882,082,000
第　４　款　　　繰越金 1,473,993,848
第　５　款　　　諸収入 168,303,340
第　６　款　　　県債 1,908,000,000

歳　　　入　　　合　　　計 15,186,479,257
歳　　　出

第　１　款　　　流域下水道費 11,029,476,949 円
第　２　款　　　公債費 1,947,750,741
第　３　款　　　予備費 0
歳　　　出　　　合　　　計 12,977,227,690

歳　入　歳　出　差　引　合　計 2,209,251,567



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 二 二

15 監査委員の意見
平成13年11月16日

山梨県知事　天　野　　　　　建　殿
山梨県監査委員　小　　林　　二　　三
山梨県監査委員　早　　川　　正　　秋
山梨県監査委員　白　　倉　　政　　司
山梨県監査委員　中　　村　　照　　人

平成12年度山梨県歳入歳出決算の審査意見について
地方自治法第233条第２項の規定に基づき審査に付された平成12年度山梨県一般会計・特別会計歳入歳出決算について審査した結果、次のとおり意見書を提出します。



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 二 三

平成12年度歳入歳出決算審査意見書

第１　審査の対象

平成12年度　　山　梨　県　一　般　会　計

平成12年度 山梨県恩賜県有財産特別会計

平成12年度 山梨県教育奨励資金特別会計

平成12年度 山梨県災害救助基金特別会計

平成12年度 山梨県母子寡婦福祉資金特別会計

平成12年度 山梨県中小企業近代化資金特別会計

平成12年度 山梨県農業改良資金特別会計

平成12年度 山梨県市町村振興資金特別会計

平成12年度 山 梨 県 県 税 証 紙 特 別 会 計

平成12年度 山 梨 県 集 中 管 理 特 別 会 計

平成12年度 山梨県商工業振興資金特別会計

平成12年度 山梨県林業改善資金特別会計

平成12年度 山梨県流域下水道事業特別会計

第２　審査の手続
審査に当たっては、
１　決算の計数は、関係諸帳票及び証拠書類等と符合し正確であるか
２　予算の執行は、議決の趣旨に沿って適正かつ効果的に行われているか
３　財務に関する事務は、財務規則及び関係法令等に適合して公正に処理されているか
４　財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか
などの諸点に主眼をおき、決算報告書、諸帳票及び証拠書類等を精査照合するとともに、関係職員から概況を聴取し、併せて定例監査及び例月現金出納検査の結果を踏ま

え決算審査を行った。

第３　審査の結果及び意見
一般会計及び各特別会計の決算は、関係諸帳票、証拠書類及び指定金融機関等の残高証明書の計数と合致しており、また、予算の執行、財務に関する事務及び財産の管理

は、適正に行われているものと認められた。
しかしながら、次のような留意又は改善すべき事項が見受けられるので、適切に処理されるよう要望する。

１　一般会計について
（1）歳入
①　歳入決算額は、5,324億279万3,167円で、前年度に比較すると44億2,077万2,308円（0.8％）の減となっている。



山 梨 県 公 報 号 外 第 十 八 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日 二 四

歳入状況を自主財源と依存財源でみると、歳入総額に占める割合は、自主財源が32.5％、依存財源が 67.5 ％となっており、自主財源の割合は、前年度に比較して

1.9ポイント増加している。

これは、自主財源の59.0％を占める県税収入が、平成10年度以来２年振りに1,000億円の大台を回復し、前年度に比較して99億7,818万4,350円（10.8 ％）増加したこ

となどによるものである。

昨年４月、地方分権一括法（「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」）が施行され、地方公共団体の自主性・自立性が求められている中で、

県の財政基盤の安定を図り、行政活動の自律性をより一層発揮するためにも、自主財源比率の向上が望まれる。

このため、県内経済の活性化等を積極的に進めるとともに、独自税制の導入について十分検討を加えるなど、県税をはじめとした自主財源の充実、確保に務められ

たい。

一方、依存財源のうち県債は前年度に比較して107億6,500万円減少したが、その残高は6,719億1,600万円と年々累増している。平成12年度の県債発行額の約６割は、

国からの地方交付税の財源補てんが見込まれるものであるが、今後の県債の新規発行については、補てん率の削減など県財政に影響を与える地方交付税制度の見直し

の動きがあること、また県債残高の増加は、後年度の大きな財政負担となり、財政の硬直化を招く要因ともなることから、なお一層慎重な対応を望むものである。

②　不納欠損額は、2億3,392万5,431円で、前年度に比較すると、2,034万6,081円（9.5％）増加している。

不納欠損処分に当たっては、今後とも十実態の把握に一層努め、適切に処理されることを望むものである。

③　収入未済額は、44億8,422万2,955円で、前年度に比較すると1億6,932万8,298円（3.9％）増加している。

このうち、県税の収入未済額は、39億3,010万6,956円であり、その主なものは個人県民税13億6,512万2,968円、不動産取得税11億588万7,675円及び自動車税 7億2,703

万9,423円である。

また、県税以外の収入未済額の主なものは、県営住宅使用料 3億3,387万9,379円、県税の加算金7,434万5,443円及び児童福祉費負担金6,845万5,995円である。

収入未済額は、約44億円余と引き続き多額であるので、財源確保と公平負担の観点から適切な債権管理を行い、関係機関との連絡協調を密にし、一層の収納促進に努

力されたい。

なお、高齢者居室等整備資金貸付金及び在宅重度心身障害者居室整備資金貸付金については、償還されるべき金額を調定するとともに、未償還金は収入未済として計

上し、債権管理の適正化を図るべきである。

（2）歳出

① 歳出決算額は、5,160億3,610万517円で、前年度に比較すると51億5,155万1,296円（1.0％）の減となっている。

性質別決算状況をみると、行政経費は 2,244億4,250万5,000円で、前年度に比較して 74億312万2,000円増加し、構成比は43.5％と前年度より1.9 ポイント増加している。

投資的経費は1,963億3,772万9,000円で、前年度に比較して 221億2,178万5,000円減少し、構成比は38.0％と前年度より3.9ポイント減少している。

公債費は700億6,742万2,000円で、前年度に比較して32億6,701万3,000円増加し、構成比は13.6％と前年度より0.8 ポイント増加している。

行政経費については、今後、義務的経費である人件費や扶助費などの増加が予想される。また、公債費も年々増加傾向にあり、県の「財政の中期見通し」によると、

平成15年度には800億円を超える見通しとなっている。

財政指標（普通会計ベース）については、財政構造の健全性を示す指標の一つである経常収支比率が80.6％と前年度比 1.0ポイント改善、公債費比率も18.7％と前年度

比2.3ポイント改善している。この要因は、税収等の伸びによるものであるが、最近の景気は悪化しており、先行きについても不透明感が強まっていることから、依然と

して厳しい財政状況にある。

今後、義務的経費の増加により更に厳しい財政状況が予測される中で、地方分権の進展、少子高齢化、産業構造の変化など社会経済情勢の変化に伴う新たな行政需要

に適切に対応するため、さらなる行財政改革を積極的に進めるとともに、施策の緊急性等優先度を勘案し、限られた財源の重点的かつ効率的な配分に務め、「山梨幸住
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県計画」が着実に推進されるよう期待するものである。

② 公共工事において、一部に積算誤りが見受けられた。また、公共工事の設計変更が依然として多いことから、事前準備、設計段階等において適正な処理に努められた

い。

今後、公共工事に係る設計・積算に当たっては、職員がより一層研鑽に努め、適切な執行が図られるよう期待するものである。

③　一部の補助金に不正受給の事例が見受けられた。執行状況を現地確認するなどして、再発防止に細心の注意を払われたい。

④ 翌年度繰越額は185事業、643億6,827万1,660円で、前年度に比較して事業数では17事業減少しているものの、金額では 43億3,206万515円増加している。その内訳は、

継続費逓次繰越 4事業、89億8,081万1,016円、繰越明許費 96事業、435億2,004万5,662円、事故繰越し85事業、118億6,741万4,982円である。

今後も計画的な事業執行に努め、その抑制に努力されたい。

⑤　不用額は114億1,080万3,968円で、前年度に比較して31億5,236万3,134円増加している。

今後とも、事務事業の見直しをさらに進め、実態に即した予算の配分と執行に努められたい。

２　特別会計について

各会計ごとの収入未済額は、次のとおりである。その総額は58億726万5,671円で、前年度収入未済額2億3,742万6,486円に比較して大幅に増加している。その主なものは、

平成12年度に発生した、中小企業近代化資金特別会計に係る、倒産した「味のふるさと協業組合」の収入未済額55億3,493万 6,000円である。

今後も、貸付原資の確保等のうえから、なお一層適切な債権管理を行い、収入未済の速やかな解消に努められたい。

恩 賜 県 有 財 産 特 別 会 計 9,050万2,631円

教 育 奨 励 資 金 特 別 会 計 1,240万9,400円

母子寡婦福祉資金特別会計 5,439万4,909円

中小企業近代化資金特別会計 56億289万4,411円

農 業 改 良 資 金 特 別 会 計 4,680万3,013円

林 業 改 善 資 金 特 別 会 計 26万1,307円

山 梨 県 告 示 第 百 三 十 五 号

平 成 十 三 年 十 二 月 定 例 県 議 会 に お い て 議 決 さ れ た 平 成 十 二 年 度 山 梨 県 公 営 企 業 会 計 の

決 算 及 び 当 該 決 算 に 係 る 監 査 委 員 の 意 見 は 、 次 の と お り で あ る 。

平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日

山 梨 県 知 事 　 　 天 　 　 野 　 　 　 　 　 建
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１　決算の認定に係る議会の議決　認定
２　山梨県営電気事業

平成12年度　山梨県営電気事業決算報告書
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６　監査委員の意見
平成13年8月21日

山梨県知事　天　野　　　　　建　殿
山梨県監査委員　小　　林　　二　　三
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同　　　　　　　早　　川　　正　　秋
同　　　　　　　白　　倉　　政　　司
同　　　　　　　中　　村　　照　　人

平成12年度山梨県公営企業会計の決算審査について
地方公営企業法第30条第２項の規定に基づき審査に付された、平成12年度山梨県公営企業会計の決算審査の結果について、次のとおり意見書を提出します。

Ⅰ　審査の対象

平成12年度山梨県営電気事業会計
平成12年度山梨県営温泉事業会計
平成12年度山梨県営地域振興事業会計
平成12年度山梨県営病院事業会計

Ⅱ　審査の手続

平成12年度山梨県公営企業会計の決算審査にあたっては、各事業が地方公営企業法その他関係法令に基づいて、常に経済性を発揮し、本来の目的である公共の福祉を増
進するよう運営されているか、決算書類が経営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するため、決算書、決算附属書類、諸帳簿及び証拠書類等について
照査し、関係職員から説明を求め、さらに定例監査及び例月現金出納検査の結果を参考にして審査を行った。

Ⅲ　審査の結果及び意見

各事業会計ごとの審査の結果及び意見は、それぞれの項において述べるとおりである。

（1）平成12年度山梨県営電気事業会計

意　　　　　　　見
審査に付された決算諸表は、地方公営企業法及び関係法令等に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示している。
事業の経営については、事業目的に沿って良好に運営されているものと認められる。
平成12年度の経営状況は、８億1,842万106円の純利益を上げている。
これは、前年度に比べ１億5,321万7,386円の増となっており、経常収支比率については122.9％であり、健全な経営に努めていると認められるが、建設準備勘定の６億5,587

万5,117円について、今後の事業化の適否を検討のうえ、特別損失に計上するなど、実態に即した会計処理をされたい。
公営電気事業を取り巻く経営環境は、電力小売りの一部自由化など電気事業の規制緩和等によって一層厳しさを増しており、今後、大幅な収益増は期待できない状況にあ

る。
このため、引き続き既存発電所の改良や修繕を計画的に進めるとともに、経営の効率化やコスト意識の徹底により、市場原理に耐えうる経営基盤の強化を図り、水力発電

によるクリーンエネルギーの安定供給と新エネルギーの調査研究に一層努力されることを望むものである。

（2）平成12年度山梨県営温泉事業会計

意　　　　　　　見
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審査に付された決算諸表は、地方公営企業法及び関係法令等に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示している。
事業の経営については、事業目的に沿って運営されているものと認められる。
平成12年度の経営状況は、761万4,659円の純損失で、前年度に比べ1,787万3,592円の減となり、経常収支比率については95.0％と前年度を11.0ポイント下回っている。
経常収支比率が低下した主な原因は、温泉供給収益の減少及び温泉管理費が増加したことによるものである。
本事業は、石和温泉への宿泊者数の減少などにより、平成６年度以降、給湯量は年々減少し、これに伴って温泉供給収益も低下している。
更に、新規源泉の掘削、給湯施設の老朽化に伴う送湯管・配湯管の敷設替工事など、引き続き投資も見込まれることから、今後も厳しい経営環境が予想される。
このため、新規源泉の活用を含め、中長期的な視点に立った経営の合理化、事業の効率化になお一層努めるとともに、地元自治体や関係団体等と連携して、更に地域振興

に寄与することを望むものである。

（3）平成12年度山梨県営地域振興事業会計

意　　　　　　　見
審査に付された決算諸表は、地方公営企業法及び関係法令等に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示している。
事業の経営については、事業目的に沿って運営されているものと認められるが、平成12年度の経営状況をみると、丘の公園の主力事業であるゴルフ場の利用者数は前年度

に比べ増加しているものの、温泉利用施設の利用者数は前年度に比べ減少し、いずれも利用計画数を大幅に下回っている。
この結果、営業損益は２億8,261万5,574 円の赤字となり、純損失３億2,782万7,631円、当年度未処理欠損金は18億5,022万8,537円と大幅に膨らみ、極めて厳しい経営状況に

ある。
なお、建設準備勘定9,255万463円について、今後の事業化の適否を検討のうえ、特別損失に計上するなど、実態に即した会計処理をされたい。
今後の丘の公園の各種施設やまきばレストランの経営環境は、最近の景気動向から見て、利用者数の大幅な増加が見込めないことなどにより、更に厳しい状況が続くもの

と予想される。
平成13年３月に経営環境等を勘案して策定した新地域振興事業会計経営健全化計画は、平成22年度に至っても赤字から脱却できていないなど問題が多く、特にアクアリゾ

ート清里の経営については抜本的な対策を検討することが必要である。
今後の事業の経営にあたっては、利用者のニーズに応じたサービスの提供など運営の創意工夫に努め利用者の増加を図るとともに、コスト意識の徹底と経営の効率化を進

めるなど、経営の健全化になお一層の努力を望むものである。

（4）平成12年度山梨県営病院事業会計

意　　　　　　　見
審査に付された決算諸表は、地方公営企業法及び関係法令等に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示している。
事業の経営については、事業目的に沿って良好に運営されているものと認められる。
病院事業全体の経営状況は、700万714円の純利益を上げ、経常収支比率は100.2％となっており、おおむね順調な経営であることが認められる。
しかしながら、今後の病院経営を取り巻く環境は、経済の低迷が続く中で急速な高齢化等による医療費の増加に対する国の医療制度の抜本改革として、薬価制度、診療報

酬体系、高齢者医療制度及び医療提供体制の見直しが進められており、引き続き厳しい状況が続くものと考えられる。
特に、中央病院においては、新病院の建設工事が進められているが、今後は企業債の償還金や、減価償却費など諸費用の大幅な増加が見込まれる。
また、周産期医療や救命救急医療など高度特殊医療部門等の充実により、一般会計からの繰入金の大幅な増加も予想される。
このため、病院経営にあたっては、公共性と経済性を基本とした公営企業の経営原則に則り、職員のコスト意識の徹底や採算性の判断基準となる医業収支比率の向上を図
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るなど、効率的運営と財政の健全化に努力するとともに県民医療の中心的役割を担う基幹病院として、今度とも、県民の期待に応えることができるよう一層の努力を望むも
のである。
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